
（案）  

雇児発  第 号  
平成22年 月  日  

都 道 府 県 知 事   
各 指 定都 市 の 市長 殿  

児童相談所設置市の市長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

平成22年度地域小規模児童養護施設に係る保護単価について  

「児童福祉法に去る児童入所施設措置費等国庫負担金について」については、本日付厚  

生労働事務次官通知をもって一部改正されたところであるが、同通知の第7により、地域  
／ト規模児童養護施設（平成12年5月1日児発第489号厚生省児童家庭局長通知「地域小規  

模児童養護施設の設置運営について」により指定されたもの）に適用される保護単価につ  

いては以下のように定め、平成22年4月分の支弁から適用することとしたので通知する。   

1，一般分事務費保護単価   

18／100   15／100   12／100  10／100   8／100   6／100   

地域小規模   円   円   円   円   円   円   

児童養護施設 221，540  217，940  214，340  211，950  209，550  207，150  

3／100   その他   

地域′J、規模   円   円   

児童養護施設  203，550  199，960  

（うち管理費 41，380円）  

2．加算分保護単価   
寒冷地加算分、乳児加算分、1・2歳児加算分、年少児加算分、事務用採暖費加算分、   

除雪費加算分、学習指導費加算分及び特別生活指導費加算分保護単価並びに民間施設給   
与等改善費について支給対象とし、児童養護施設を地域小規模児童養護施設と読み替え   

て支弁することとする。   

3．事業費保護単価   
児童養護施設を地域′J、規模児童養護施設と読み替えて支弁することとする。  
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（案）  

雇児発  第 号  
平成22年一 月  日  

都道府県知事   

各 指定都市の市長 殿  

中核市の市長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

平成22年度小規模分国型（サテライト型）母子生活支援施設  

に係る保護単価について  

「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」については、本日付厚  

生労働事務次官通知をもって一部改正されたところであるが、同通知の第7により、小規  

模分園型（サテライト型）母子生活支援施設（平成15年7月1日雇児発第0701004号厚生  

労働省雇用均等・児童家庭局長通知「小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設の  

設置運営について」により指定されたもの）に適用される保護単価については以下のよう  

に定め、平成22年4月分の支弁から適用することとしたので通知する。   

1．一般分事務費保護単価   

18／100   15／100   12／100  10／100   8／100   6／100   

小規模分国型   円   円   円   円   円   円   

（サテライト型）  139，140  136，860  134，580  133，070  131，550  130，030  

母子生活支援施設  

3／100   その他  

小規模分園型   円   円   

（サテライト型）  127，750  125，480  
母子生活支援施設  

（うち管理費 34，822円）  
2．加算分保護単価   

寒冷地加算分、事務用採暖費加算分及び除雪費加算分保護単価並びに民間施設給与等   

改善費について支給対象とし、母子生活支援施設を小規模分園型（サテライト型）母子   

生活支援施設と読み替えて支弁することとする。   

3．事業費保護単価   
母子生活支援施設を小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設と読み替えて支   

弁することとする。  
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ヒについての一  

雇児発第0612014号の4  
平成20年6月12日  

【一部改正】平成21年6月29日雇児発第0629001号の4  

雇児発第0612014号の4  
平成20年6月12日  

【一部改正】平成21年6月29日雇児発第0629001号の4  
‘平成22年 月 日雇児発   第 号  
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 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

児童養護施設における医療的支援体制の強化について   

近年、児童相談所において虐待相談対応件数が著しく増加し、児童養護施  
設に入所する子どものうち虐待を受けた児童の割合は約6割となっている。   

また、児童養護施設に入所している児童のうち障害がある児童の割合も増  
加しており、特にADHDなど発達障害を有する児童の割合が増加している。   

こうした児童の増加に伴い児童養護施設における看護師による医療的ケア  
の必要性が高まっていることから、今般、次のとおり実施方法を定め、平成2  
0年4月1日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期され  
たく通知する。   

なお、この通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の  
規定に基づく技術的な助言である。   

1 略   

2 対象施設   
医療的ケアを担当する職員を配置しようとする者は、都道府県知事、指定   
都市の市長及び児童相談所設置市の市長（以下「都道府県知事等」という。）   
が定める期間内に都道府県等へ申請を行い、次により都道府県知事等が各   
年度ごとに指定するものとする。  

なお、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市民生主管部（局）長は、   
当該年度の4月末日までに別添様式により、当局家庭福祉課長まで報告す   
ること。  
（1）略  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

児童養護施設における医療的支援体制の強化について   

近年、児童相談所において虐待相談対応件数が著しく増加し、児童養護施  
設に入所する子どものうち虐待を受けた児童の割合は約6割となっている。   

また、児童養護施設に入所している児童のうち障害がある児童の割合も増  
加しており、特にADHDなど発達障害を有する児童の割合が増加している。   

こうした児童の増加に伴い児童養護施設における看護師による医療的ケア  
の必要性が高まっていることから、今般、次のとおり実施方法を定め、平成2  
0年4月1日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な葵施を期され  
たく通知する。   

なお、この通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の  
規定に基づく技術的な助言である。   

1 略   

2 対象施設   
医療的ケアを担当する職員を配置しようとする者は、都道府県知事、指定   
都市の市長及び児童相談所設置市の市長（以下「都道府県知事等」という。）   
が定める期間内に都道府県等へ申請を行い、次により都道府県知事等が各   
年度ごとに指定するものとする。  

なお、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市民生主管部（局）長は、   
当該年度の4月末日までに別添様式により、当局家庭福祉課長まで報告す   
ること。  
（1）略  

（2）児童養護施設において、 医療的ケアが必要と都道府県知事等  医療的ケアが必要と都道府県知事等が認めた  
ること。  
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児童が20名以上入所していること。   

なお丁平成20年度に対象となった施設のうち、対象人員が  
あっても都道府県知事等が必要と認める場合は対象施設とし  ミ必要と認める場合は対象施設として差し支え  










